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第９回小金井市男女平等推進審議会（平成２９年度第１回） 

平成２９年７月３１日（月） 

 

 

１ 開会 

【佐藤会長】  それでは、時間となりましたので、第９回男女平等推進審議会を始めま

す。 

 会議に先立ち、会長から委員の皆さんにお願いをいたします。事務局から、記録作成上

の必要から、発言の際はお名前を名乗っていただき、ご発言いただくようお願いしたいと

思いますので、ご協力をお願いいたします。傍聴者は、今日はいらっしゃらないですね。 

 男女平等基本条例第３１条第２項で、委員の半数以上の出席があれば、会議を開くこと

ができることとなっています。５人以上ということですが、９人おりますので、会議は開

かれるということになります。 

 それでは、会議を開きたいと思いますが、まず新任委員の紹介とともに、お互い自己紹

介をしたいと思います。第７期男女平等推進審議会委員の異動及び事務局の異動がありま

した。あわせて、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局（深草）】  今年の４月１日付で第７期男女平等推進審議会委員のうち、東京

農工大学よりご推薦をいただいております宮浦委員の後任といたしまして、松本千穂委員、

次に、小・中学校校長会よりご推薦をいただいております神田委員の後任といたしまして、

森川覚委員が就任いたしましたので、ご報告をさせていただきます。 

【佐藤会長】  今回新しい委員の方が就任されたので、簡単にみんなで自己紹介をした

いと思います。 

 それから、事務局も異動がありましたので、まず事務局から自己紹介をお願いいたした

いと思います。では、まず深草さんから。 

【事務局（深草）】  平成２９年４月１日付、企画財政部男女共同参画担当課長となり

ました深草です。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。続きまして、企画財政部企

画政策課男女共同参画担当の岩田です。 

【事務局（岩田）】  岩田です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（深草）】  ただいま企画財政部長は、会議が長引いておりまして、申しわけ

ございません。後ほど紹介をさせていただきます。 
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【佐藤会長】  ありがとうございます。 

 それでは、まず、会長の佐藤でございます。よろしくお願いをいたします。去年から会

長に就任をいたしました。２年目なので、まだなれていないとはもう言えないですけれど

も、新しい委員もいらっしゃることなどもありますので、今年もみんなで頑張っていきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

【遠座副会長】  副会長の遠座と申します。東京学芸大学で、ふだんは教員養成に携わ

っておりまして、専門は、別に男女共同参画とかジェンダーということではなく、教育学

です。学内でそういう委員会活動にかかわった経緯から、こちらで委員をしてもらえない

かというようなお話がありまして、参加しております。会長のサポートがうまくできたら

と思っていますので、よろしくお願いいたします。 

【佐藤会長】  それでは、新委員の方、あちらからどうぞ。 

【森川委員】  今年度小金井緑中学校に着任しました森川と申します。神田前校長の後

任ということで、今回、推薦を受けてまいりました。よろしくお願いいたします。 

【佐藤会長】  よろしくお願いいたします。 

【松本委員】  東京農工大学女性未来育成機構の松本と申します。今回、メンバーの一

人として、このような機会をいただきまして、ありがとうございます。 

 簡単に、本学の紹介をさせていただきたいのですけれども、東京農工大学は、名前が示

しておりますように農学部と工学部の２学部からなっていまして、農学部のほうが府中市、

工学部のほうが、すぐ近くなのですけれども、小金井市にキャンパスがあります。理学、

農学とか工学という分野はかなり女性が少ないと昔から言われているところですけれども、

本学も１０年ほど前には女性の教員が６％しかいないという状況だったところを、当機構

長であります宮浦が、女性研究者のための支援ということで取り組みを続けていまして、

現在、１５％まで上昇してきたという状況でございます。学生さんに関しても、女子学生

さんが徐々に増えてきているかなという状況でございます。 

 男女共同参画のことに関して、私もまだまだ勉強中の身ですけれども、こちらで勉強さ

せていただきながら務めさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

【佐藤会長】  すみません。ご専門は何ですか。 

【松本委員】  もともと骨代謝の分野の研究をしていたのですけれども、ここ数年、ご

縁で、こういったコーディネーターの職のほうに携わっております。 
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【佐藤会長】  どうもありがとうございました。 

【本川委員】  本川交と申します。所属は、国際ソロプチミスト東京－小金井という国

際組織の女性だけの奉仕団体になります。大きな目標に掲げていますのは、女性と女児の

地位向上、環境の整備ということで、地域だけではなくて、全世界に向けて考えさせてい

ただき、何らかできることがあればということで出席しております。 

 小金井では、毎年、青少年のための科学の祭典をコーディネートさせていただいており

まして、学芸大学さん、農工大学さん、それから法政大学さん、市内にある３大学の教授

の方と協力しながら、秋に、今年は９月２４日にやりますけれども、子供たちの教育に視

点を置きまして、やらせていただいております。また何かご協力いただけることがあれば。

学校にも大分ご協力いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【佐藤会長】  ありがとうございました。 

【浦野委員】  こんにちは。浦野知美と申します。ふだんは民生委員・児童委員、特に

児童福祉を専門にやっております主任児童委員として活動しております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

【小野寺委員】  小野寺千鶴子と申します。よろしくお願いいたします。 

 私は、日本の男女共同参画の最も最初の旗振り、大学女性協会の財務委員長を経まして、

現在はフィランソロピー国際ＬＥＯ協会という社会貢献団体の役員をいたしております。

男女共同参画、エンパワーメントがここまで皆さんに知られるようになり、大変喜んでお

ります。よろしくお願いいたします。 

【瀬上委員】  瀬上ゆきと申します。昨年まで、こがねい女性ネットワークという市民

グループの代表を務めていました。今は小金井市史編さんの調査員をやって、今、現代編

の通信をやっているところです。よろしくお願いいたします。 

【佐藤会長】  ありがとうございました。 

【濱野委員】  公募市民の濱野です。審議会２期目になります。また、「かたらい」の

編集委員もさせていただいております。引き続き、よろしくお願いいたします。 

【日野委員】  日野と申します。同じく２期目になりますので、よろしくお願いします。 

【佐藤会長】  ありがとうございました。 

 すみません。では、企画財政部長、自己紹介をお願いいたします。 

【事務局（天野）】  皆さん、こんにちは。企画財政部長の天野でございます。今年も

また、引き続きよろしくお願いいたします。 
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【佐藤会長】  それから、今、傍聴者の方がいらしたみたいですので、傍聴者の方にお

知らせいたします。傍聴席に傍聴者意見用紙がありますので、ご意見がある場合はそこに

書いていただいて、事務局へお渡しください。いただいたご意見は、会長判断により、必

要に応じて審議会の参考とさせていただきますが、ご意見に対する質疑は行いませんので、

ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、課題の確認をしたいと思います。 

 今日は、報告事項として、まず平成２９年度企画政策課男女共同参画室事業、それから

２番目の第４次男女共同参画行動計画推進状況調査報告（平成２８年度）について、それ

から３番目が小金井市男女平等苦情処理委員の委嘱について、４番目がその他となってお

ります。それから、２番目の議題として、男女共同参画施策の推進について、第４次男女

共同参画行動計画推進状況調査結果について議題としたいと思います。そのときには、皆

さんから出していただいた意見等が参考になると思います。 

 本日は、報告事項として４点の資料が提出されております。資料１が平成２９年度企画

政策課男女共同参画室事業一覧、これは２枚目ですね。目次というか、今日やることの次

のページを開いていただきますと、資料１、これが平成２９年度企画政策課男女共同参画

事業一覧、それから資料２が「第４次男女共同参画行動計画」推進状況調査報告書、これ

は皆様方に送っておいたものだと思います。それでよろしいですか。 

【事務局（深草）】  はい。こちらの冊子を、既にお送りさせていただいております。 

【佐藤会長】  そうですね。送っていただいたものが資料２、それから第７期男女平等

推進審議会スケジュール（案）が、２の後ろに資料３としてございます。それから、４番

目、第７期男女平等推進審議会の委員名簿がございます。これがついているわけでござい

ます。資料２は、事務局より委員に事前配付しております。本日、議題資料になりますけ

れども、皆さんご持参いただいていますでしょうか。まず、持参されていない方はお手を

上げてください。皆さん、よろしいですか。持っていらっしゃいますね。ありがとうござ

います。傍聴席にはありますでしょうか。これはございますか。はい。 

 それから、次に、議題として、「第４次男女共同参画行動計画」推進状況調査結果につ

いてですが、「第４次男女共同参画行動計画」、平成２５年度と２８年度の基本目標４にお

いて、総合的かつ計画的に推進し、実効性のあるものとするために掲げた評価の仕組みづ

くりについて、今後どのように検証し、意見として取りまとめていくかを見据えた上で、

皆さんのお考えを伺いたいと思いますが、本日、皆さんからご質問、ご意見をいただいて
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審議し、最終的な報告書にまとめていきたいと考えております。次、本日の審議会の最後

に、報告事項（４）のその他を一番最後に持っていっていただいて、そこで事務局から報

告がございます。 

 それでは、本日の審議会の運営にかかわる内容ですので、初めに、配付資料３、第７期

審議会スケジュールについて、皆さんのご意見を伺います。 

 まず、事務局から説明をしていただきたいと思います。 

【事務局（深草）】  第７期男女平等推進審議会の任期が平成３０年１月２２日に満了

することに伴いまして、今年度の審議会は、今回を含めまして３回となります。３回の場

合につきまして、資料３として、今回、審議会の進め方について、案を提示させていただ

いております。報告書の審議及びヒアリングを実施する場合、今回、報告書の審議及びヒ

アリング実施時期を決めていただきまして、次回の審議会の中でヒアリングを行った後、

意見交換及び意見の取りまとめ、第３回で提言書をまとめる予定となります。こちら、進

め方第１回、第２回、第３回のそれぞれの審議会の内容につきましては、資料３をごらん

ください。 

 以上です。 

【佐藤会長】  ありがとうございました。 

 次に、今、皆様に審議会のスケジュールをお諮りするのは、１つは、ここには書いてご

ざいませんが、午後２時から始まるということで、４時までなんですが、２時間では無理

があろうと思うんですね。私は、やはり１回増やして４回分やったほうがいいのではない

かと申し上げたんですが、今、審議中ですので、その予算を変更するというのはなかなか

難しいということで、３回しか無理だというご説明をいただきました。 

 それで、まず１つは、３回にして時間を２時から４時半と、３０分、第１回と第２回を

延ばさせていただきたいと思うんですが、これについて、皆さんのご意見を伺いたいと思

います。今日は、もちろん用事のある方は４時に帰って構わないんですけれども、長くい

られる方は４時半まで残って審議をしていただきたいということになります。去年の様子

では大体４時半になることが多かったんですね。議事進行で皆さんにご迷惑をおかけした

こともあると思うのですけれど、今年は２時から４時半までは必ず審議をするということ

です。第２回も４時半までということになりますので、その辺についてご意見を伺いたい

と思います。そうすれば、３回で提案までいくかなと思ってはいるんです。 

 もう少し細かく言いますと、今日は７月３１日ですよね。第２回は１０月の予定ですが、
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第２回の予定では、その中で１カ所か２カ所ヒアリングをしなければいけない。ですから、

今日のうちにどこにヒアリングするかということを決めておかなければいけない。それが

１つあると思うんです。決めなければいけない。そして、２回目でヒアリングをやって、

第３回、意見と。非常に厳しいとは思うんですが、その間に、例えば１回と２回、それか

ら２回と３回の間にいろいろ文書をやりとりして、皆様のご意見を伺いたいと思いますけ

れども、とりあえずは２時間半、できたら３回目は２時間で終わりたいんですが、長く延

びてしまったら２時間半になるかもしれませんけれども、とりあえず今のところは第１回

目と第２回目を２時間半にしたいと思いますが、これについて、よろしいでしょうか。皆

さんのご意見はいかがでしょうか。どうでしょう。皆さん、ご意見をおっしゃってくださ

い。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【佐藤会長】  よろしいですか。わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、第７期の平成２９年度の審議会は審議時間を２時間３０分で行っていきたい

と思います。審議時間が長時間となりますけれども、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

２ 報告事項 

（１）平成２９年度企画政策課男女共同参画室事業 

【佐藤会長】  次に、報告事項について、報告事項の（１）番、平成２９年度企画政策

課男女共同参画室事業ということで、初めに、報告事項（１）の配付資料について、事務

局から説明をお願いします。 

【事務局（深草）】  資料１といたしまして、平成２９年度男女共同参画室事業一覧を

提出させていただいております。 

 それでは、今年度の実施事業につきまして、ご説明をさせていただきます。 

 １番、多摩３市男女共同参画推進共同研究会です。こちらは、平成２５年度から小金井

市、狛江市、国立市の３市で男女共同参画推進共同研究会として活動や研究を行っている

ものでございます。昨年度と今年度は、市長会から２分の１の助成を受けて事業を行うも

のですが、助成金につきましては、今年度が最終年度となります。 

 事業といたしましては、７月２日日曜日に小金井市男女共同参画レクチャーコンサート

を小金井市宮地楽器ホール小ホールで実施いたしました。国立音楽大学名誉教授小林緑さ

んの解説を通して、男女共同参画への理解促進を図ることを目的としたものです。また、
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当日は、男女平等推進審議会委員の本川委員に司会をお願いいたしました。当日は、たく

さんの方にお越しいただきました。 

 出席者の方のアンケートの結果が出ておりますので、ここで簡単に報告をさせていただ

きます。参加者は、資料１にございますとおり１２８名でございました。アンケートの回

収件数は７４件、約５８％の回収率です。そのうち、女性６２名、男性１０名、不明の方

が２名いらっしゃいました。来場者の年代を大まかに把握いたしますと、５０代以上の方

が６１名と、アンケートの半数以上の方を占めておりました。そして、感想ですが、「よ

かった」、「大変よかった」という方が、アンケートの中、９０％回答をいただいていると

ころでございます。こちらのコンサートを知ったきっかけでございますが、市報やホーム

ページなどを中心に、こちらのコンサートを知りご参加いただいたというアンケート結果

がまとまっております。 

 続きまして、今年度から、３市の男女共同参画施策を市民の皆さんと一緒に推進してい

くため、市民サポーターを募集し、研究会の事業企画や運営に協力をしていただいており

ます。第１回目は、６月１０日土曜日に小金井市で開催いたしました。小金井市のサポー

ターとして、当審議会委員の瀬上委員にもご出席をいただき、現在、６名の方にご協力を

いただいているところでございます。 

 ２、市民参加による事業、こちらの事業は２件ございます。こちらは、例年行っている

ものでございます。 

 こがねいパレットは、本市の目指す男女共同参画社会実現に向け、いろいろな方々との

交流を目途として、公募市民による実行委員会形式で開催しております。今年も、１１月

中旬の開催を予定しております。実行委員会のメンバーですが、全員で９名いらっしゃい

まして、女性８名、男性１名で、現在、企画案について検討をしていただいているところ

でございます。 

 （２）情報誌「かたらい」は、９月、３月の年２回の発行を予定しております。こちら

も、公募市民の編集委員の皆さんに企画、取材、執筆、編集と参加をしていただいており

ます。現在、編集委員は男性１名、女性３名の計４名で、佐藤会長、濱野委員には「かた

らい」編集委員としてもご協力をしていただいております。現在、９月号発行に向け、編

集を行っております。「かたらい」の編集委員の活動期間は２年間となっております。 

 続きまして、３番、女性総合相談は、平成２９年より年間の回数を１２回増やし、５９

回実施を予定しております。専門の女性カウンセラーが原則週１回と月１回で、お１人約
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１時間、１日３名の方からの相談を受ける体制をとっております。相談内容によっては、

関係機関と連携して問題解決に向けて対応をしているところでございます。 

 ４番、再就職支援講座は、平成２２年度から東京しごとセンター多摩と共催事業で行っ

ており、今年は１２月に開催を予定しているところでございます。 

 ５番、配偶者暴力・ストーカー被害者に対する個人情報保護の支援措置です。こちらは、

加害者が被害者に対する各種証明書類等を取り寄せた場合、被害者の居所がわからないよ

うに、被害者の個人情報を保護するものです。随時、関係課と連携をとりながら行ってお

ります。 

 ６番、全国的な運動であります女性に対する暴力をなくす運動にあわせまして、１１月

にＤＶ防止啓発パネル展を市役所第二庁舎入り口のロビーで実施する予定です。 

 ７番、広報を通じた周知・啓発についてです。市報の「みんなのひろば」コーナーで資

料の内容を掲載し、ホームページでも随時啓発を行っているところでございます。 

 裏面にいきまして、８番、各事業を行うに当たり、男女平等都市宣言、男女平等基本条

例の周知を予定しております。 

 ９番、印刷物を通じた情報提供です。 

 成人式の配布物を通して、男女平等について啓発を行っております。 

 また、ＤＶ緊急連絡先広報カードは、庁舎内の女子トイレや第二庁舎入り口に設置して

おります。 

 各種印刷物は、庁舎で配布しているほか、ホームページでも掲載をしております。 

 １０番、小金井市長のイクボス宣言及び研修会です。７月２０日に、こちらの会場で行

いました。市民のためにともに働く職員が生き生きと活躍し、ワーク・ライフ・バランス、

仕事と生活の調和を実現し、市民の皆様の期待に応える成果を発揮できる組織づくりと宣

言が市内事業所等へ波及していくことを目的として行ったものです。イクボス宣言当日は、

佐藤会長、本川委員、浦野委員、松本委員にご出席をいただきました。宣言後、管理職等

を対象といたしました研修会もあわせて実施いたしました。 

 １１番、その他といたしまして、国内研修事業参加補助の事業は、市民の方が男女共同

参画に関する講演や研修に参加されたときの交通費や参加費の一部を補助させていただい

ております。今年度はまだ申請がございませんので、研修会等へ参加される際にはご検討

をぜひよろしくお願いいたします。 

 （２）緊急一時保護施設運営費補助の事業は、ＤＶ等の被害者保護のため、民間シェル
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ター等に運営費を補助している制度でございます。 

 資料についての説明は、以上でございます。 

【佐藤会長】  ありがとうございました。事務局の説明にご質問とかご意見がありまし

たら、お願いいたします。どうでしょうか。 

 考えていらっしゃる間に私から２つ。１つは、３の女性総合相談ですけれども、年５９

回というのは、相談日を１２回増やして５９回ということですか。 

【事務局（深草）】  はい。５９回になっております。 

【佐藤会長】  １日３人というと、どんな感じ、午後とか午前とか。 

【事務局（深草）】  毎週金曜日の午後１時半から、お１人約１時間の予定で４時半ま

でということで３枠設けさせていただいて、事前申し込み制で受け付けを行っているもの

でございます。それ以外に、月に１回というときもありますが、こちらは原則なんですけ

れども、大体月に１回増加分ということで、今年度１２回増やさせていただいているもの

でございます。 

【佐藤会長】  ちょっと覚えていないんですけれども、去年は何人ぐらいいたんですか。 

【事務局（深草）】  去年の女性総合相談の相談件数ですけれども、１０５件いただい

ております。 

【佐藤会長】  １０５件というのは、多いほうなんですか。 

【事務局（深草）】  その年によって動きがあるんですけれども、お申し込みをいただ

いたにもかかわらず、当日いらっしゃらなかったりというケース、体調を崩したりという

ケースもございますので、全ての枠が埋まるということもないですけれども、事前申し込

みのほうは、現在のところ、比較的ほぼ全ての枠が埋まっている状況ではございます。 

【佐藤会長】  それで、必要だということで１２回増やしたということですね。 

【事務局（深草）】  はい。 

【佐藤会長】  わかりました。 

 それから、もう一つ、最後の１０のイクボス宣言の研修会の講師の名前をおっしゃった

ほうがいいと思うんです。研修会をしたというのは、誰が呼ばれて、イクボスのための研

修会を行ったと。 

【事務局（深草）】  すみません。イクボス研修会の講師ですけれども、ＮＰＯ法人フ

ァザーリング・ジャパンの代表理事をされています安藤哲也さんにイクボス宣言の立会人

としてお越しいただきまして、その後、引き続き、安藤哲也さんによる研修会を行わせて
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いただいたものです。 

【佐藤会長】  ありがとうございます。ほかに、皆様、ございませんか。 

【浦野委員】  同じく、会長がご指摘された女性総合相談なんですけれども、私は、こ

のホームページを見たんです。わかる方にはわかるんでしょうけれども、どんな相談を受

け付けてもらえるのかがちょっと曖昧な表現になっているのかなというのが気になったと

ころなので、自分の質問はどこにだったら相談できるのかということがよりわかるように

表現されたほうがいいのではないかなと感じたところです。 

【事務局（深草）】  女性の抱えるさまざまな悩みという形で表現をさせていただいて

いるかと思うんです。皆さん、こういった問題でという例示をするのがなかなか難しい部

分もございますが、ホームページの表現につきましては、わかりやすい形で検討させてい

ただければと思います。例えば、ご家族に関するものとか、ご自身に関するものとか、そ

ういった例示を……。 

【浦野委員】  されたほうがいいのかなと。 

【事務局（深草）】  言及したほうがいいでしょうか。 

【浦野委員】  ええ。 

【事務局（深草）】  わかりました。 

【浦野委員】  具体的には、今までどんな相談が。 

【事務局（深草）】  やはりご家族のことや夫婦間の問題、お子様に対するお悩み、そ

ういったことをご相談される方が比較的多いようです。 

【浦野委員】  では、そこで聞いて、次のところにつなげるような感じになるんでしょ

うかね。 

【事務局（深草）】  必要に応じてということになります。その中で、カウンセラーに

よる相談ですので、心の中の整理というんでしょうか、悩みを整理していくような形でご

利用している方もいらっしゃいますので、その次につながるというのは、あくまでご本人

様のご希望ということになります。守秘義務がございますので、私どものほうからつなぎ

ますということではなく、必要であればという形になるかと思います。 

【浦野委員】  ありがとうございます。 

【佐藤会長】  すみません。家族とのことで相談というと、どんなことですか。介護と

か、そういうことですか。 

【事務局（深草）】  ご相談の申し込みの際に大まかに内容を伺った際には、ご家族の
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こととか、そういったご相談ですとおっしゃる方もいらっしゃいます。 

【佐藤会長】  ありがとうございます。あと、ございませんか。 

 もう一問いいですか。５番の配偶者暴力・ストーカー被害者に対する個人情報保護の支

援措置というのは、具体的に言うと、どのようなことですか。 

【事務局（深草）】  こちらに関しましては、被害者に対する各種証明、所在などを確

認するために証明書等の発行などを加害者がしてきた場合に、そういったものの発行に制

限をかけるといった形で、所在についての確認ができないようにというんでしょうか、そ

ういった形の被害者の個人情報保護という観点からの対応ということになっております。 

【佐藤会長】  これは、加害者に対してということですね。 

【事務局（深草）】  被害者を保護することにより、加害者やほかの方から被害者の方

の安全を図るために、個人情報を守るという形になります。 

【佐藤会長】  皆さん、よろしいですか。 

【日野委員】  ６番にＤＶ防止啓発パネル展とあるんですけれども、これはどこでやっ

ていたんですか。 

【事務局（深草）】  こちらは、第二庁舎の入り口のところにパネルを展示しまして、

時期といたしましては、１１月を今年度も予定しております。期間としましては、２週間

弱の期間、掲示する予定になっております。 

【日野委員】  この日程ですけれども、この日程にする理由は、ＤＶと絡んだ何かがあ

るんですか。 

【事務局（深草）】  こちらの期間と申しますのは、女性に対する暴力をなくす運動と

いう全国的な運動がございまして、そちらの期間にあわせて展示をしているものでござい

ます。 

【本川委員】  相談のことですけれども、私がすごく気になっているのは、窓口はわか

った、窓口にたどり着くまでに、今、インターネットが多いですか。窓口に直接来られる

とか、電話とか。 

【事務局（深草）】  女性総合相談の場合ですと、電話での受け付けがほとんどになっ

ております。 

【本川委員】  こういう相談はとてもしにくく、一歩踏み出すのに勇気の要ることなの

で、相談しやすい環境づくりがすごく大事だと思っておりますので、どういうふうに考え

ていらっしゃるのか、これから考えていくのかということをお伺いできるといいなと思っ
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ておりました。 

 それから、さっきの女性に対する暴力撤廃の国際デーというのは１１月２５日に制定さ

れておりますね。２５日がそういう日になっているということで、資料です。 

【佐藤会長】  女性総合相談は、電話を受けるときが一番大切なんですよね。そのとき

の答え方とか、それから、どういうふうに受けとめられるかということで変わってきてし

まうと思うので、そういうところをご心配なのではないかなと思うんですけれども、そこ

ら辺、受け付けの方は男女共同参画室のお２人ですね。 

【事務局（深草）】  はい。私どものほうで電話の受け付けをしております。 

【佐藤会長】  女性だけですか。 

【事務局（深草）】  こちらにつきましては、女性総合相談ということになります。男

性の方になりますと、東京都のほうで男性の相談などもございますので、そういったとこ

ろをご紹介している場合もございます。 

【佐藤会長】  男性の場合、東京都にはあるけれども、小金井市にはないということで

すね。 

【事務局（深草）】  現在は、女性総合相談ということで受け付けをさせていただいて

おります。 

【佐藤会長】  わかりました。そういうことだそうですが、よろしいですか。浦野委員

は、よろしいですか。 

【浦野委員】  結構です。 

【佐藤会長】  遠座副会長、いかがですか。 

【遠座副会長】  では、全体的なことで、今年度のことをご紹介いただいたので、今年

度特に新しくやることがこの中にあるのかないのかということを確認させてもらえればと

思います。 

【事務局（深草）】  今年度新たにということについてですけれども、１番の多摩３市

の共同研究事業の中の（２）のサポーター会議というのは、今年度、市民サポーターを初

めて募集いたしまして、６名の方にサポーターとしてご協力をいただくことになっており

ます。市民交流会は以前も行っておりましたが、サポーター会議は、今回、２９年度から

ということになっております。あと、イクボス宣言は今回初めて行ったものになります。

新たな事業ということになりますと、そちらの２つになります。 

【遠座副会長】  ありがとうございました。 
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【佐藤会長】  では、よろしいでしょうか。 

【日野委員】  すみません。１つだけいいですか。私の解釈の仕方があまりできていな

いようなので、確認というか、教えていただきたいんですけれども、８番の事業実施を通

じた周知、男女平等都市宣言・男女平等基本条例ほかとあるんですが、これはどういう意

味ですか。 

【事務局（深草）】  こちらは、都市宣言や基本条例などを具体的に周知するというと

ころで、現状ですとこれを単独で周知するということまではなかなか難しいという状況が

ございますので、男女共同参画室のほうで各種イベントが行われた際に、宣言や条例など

のパンフレット、印刷物にしまして、一緒に配布させていただくとか、冊子等の印刷物の

中に含めてご案内させていただく形での周知ということになります。 

【日野委員】  男女平等都市宣言とか基本条例を知っていただくということが目的とい

うことですね。わかりました。 

【佐藤会長】  男女共同参画で行っている事業の実施を通じた情報提供ですね。 

【事務局（深草）】  はい。 

【佐藤会長】  こちらのほうにもいっぱい出ていますけれども、そういう情報提供とい

うことだそうです。 

【日野委員】  はい。ありがとうございます。 

【佐藤会長】  それでは、以上、平成２９年度企画政策課男女共同参画室事業一覧につ

いて終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

（２）第４次男女共同参画行動計画推進状況調査報告（平成２８年度）について 

【佐藤会長】  それでは、第４次行動計画推進状況調査報告（平成２８年度）について、

委員会の意見を参考として配付しておりますので、まず初めに目を通していただきたいと

思います。番号が書いてあるのが事業課題順になっています。それから、こちらの主要施

策とか何とかと書いてあるほうは、やっている課とかをまとめているということになりま

す。ですから、１番の人権尊重・男女平等意識の普及・浸透というところは企画政策課と

いうことになっているのかな。どのようになっているのか、説明していただけますか。 

【事務局（深草）】  こちらは参考までにということで、各委員の皆様のご意見をまと

めさせていただいたものなので、申しわけございません。傍聴の方にはお手元にないです

けれども、二つの資料がございまして、一番上のところに基本目標順というものがござい
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ます。こちらにつきましては、行動計画の事業番号順に、各委員からの意見をいただいた

ものを並べたものでございます。そして、もう一つ、事業課順というものがございます。

こちらにつきましては、課別にいただいた意見をまとめさせていただいたものです。こち

らは、今回、ヒアリングの実施を予定しておりますので、課別のものを作成させていただ

いたものです。 

【佐藤会長】  全部一緒にということではなくて、人権尊重とか、いわゆる基本目標と

か、そういうものに分けて課別にしたんですね。 

【事務局（深草）】  課別のものは全て課だけの基準でまとめておりますので、基本目

標も一緒になっております。基本目標は分けておりません。 

【佐藤会長】  番号が書いてあるのは、課別のもの。 

【事務局（深草）】  はい。番号が書いてあるのは課別のものです。 

【佐藤会長】  番号が書いてあるのが課別のものだそうです。ですから、例えば基本目

標４から、１、２、３、４までまとめたということですね。すみません。私のほうが間違

いました。これのほうが課別だそうです。課ごとに分けてある。こちらは基本目標別とい

うことになります。それでは、５分程度目を通していただきたいと思います。 

 大体見ていただいたと思うんですけれども、それでは、まず事務局からご説明をお願い

いたします。 

【事務局（深草）】  第４次行動計画に掲げた事業の平成２８年度の実績について庁内

に照会を行い、進捗状況報告書としてまとめましたので、ご報告させていただきます。 

 掲載内容としまして、平成２８年度の具体的な実施内容、事業実施による男女共同参画

に効果があったと思われる視点と、その効果、達成度の理由、今後の事業の課題や推進の

方向性について各担当課が記載したものを一覧にしております。 

 そして、今回は、平成２９年２月の男女平等推進審議会からの提言の中で、より効果を

把握しやすい報告書の作成への取り組みとして、ＡからＥまで５段階の各事業自己評価欄

を追加し、次年度の評価の振り返りに活用できるような記載となっております。また、報

告書だけでは把握できない事業内容や事業担当課の抱える課題など、事業担当課と審議会

において相互理解を深めるためにヒアリングも実施を予定しているところでございます。

実施方法につきましては、重点施策もしくは審議会において必要と決めた事項で、質問項

目は事前に照会し、事業課からの回答内容に基づいたヒアリングを行うこととの提案をい

ただいております。 
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 こちらの推進状況報告書の、ページ数といたしましては３６ページになりますが、巻末

に、平成２９年４月１日現在の行政委員会及び審議会等における女性の割合と男女共同参

画の視点からの表現に係る調査結果を掲載しております。 

 第４次基本構想後期基本計画に審議会などへの女性の参画率５０％の目標を掲げており、

引き続き女性比率の向上に向け、庁内への周知を行ってまいります。 

 男女共同参画の視点からの表現に係る調査につきましては、１ページおめくりいただき

まして３８ページになります。こちらにつきましては、印刷物や電子媒体を活用した情報

発信の際に、男女共同参画の視点から表現が適正になされているかを調査し、結果をまと

めたものでございます。 

 それでは、報告書の１０ページにお戻りください。こちらの進捗状況報告書についてで

す。 

 各審議会委員より、ご質問やご意見をいただきまして、ありがとうございました。今回、

お忙しい中、大変短い期間でご意見をいただくこととなりましたこと、まことに申しわけ

ございませんでした。誤字・脱字等の指摘も何点かいただいております。お手元の報告書

の訂正をお願いいたします。大変申しわけございませんでした。 

 本日、各委員からお送りいただきました質問やご意見を、参考資料として、お手元に配

付させていただいております。各事業内容について、関係課へ確認しております項目もご

ざいますので、口頭にて報告をさせていただきますが、確認内容が固まり次第、改めてメ

ール等にて回答をお送りさせていただく予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、自己評価の欄についてでございます。各委員より、自己評価につきましてもご意

見をいただいているところでございます。自己評価につきまして、今年度、平成２８年度

から初めて実施ということで、各事業ごとに基準が分かれているところもあり、基準を昨

年度との比較としている事業が多かったため、Ｂ評価ではなくＡ評価ではないかといった

ご意見を審議会の委員からいただいているところでございます。そして、重点施策の自己

評価につきましても、ご意見をいただいているところでございます。今回いただきました

ご意見につきましては、次年度の評価方法の参考にさせていただきたいと考えております。 

 それでは、番号順に、簡単ではありますが、各事業課からの回答をご報告をさせていた

だきます。 

 まず、報告内容への数値の記載や名称の内容等についてのご質問につきましては、後日

報告書にまとめた形で回答させていただきます。 
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 それでは、お手元にございます基本目標順という、こちらの資料に沿ってご説明をさせ

ていただきます。 

 番号２番、企画政策課男女共同参画室について、男女平等条例の普及については、図書

館本館でのテーマ図書の掲示にあわせての普及や、各関係課と協力体制をとりながら検討

をしてまいりたいと考えているところでございます。 

 番号３番、広報秘書課、人権・男女平等に関する各種啓発資料の作成・活用についての

ご質問でございますが、こちらにつきましては、国の方針に沿って内容の見直し等を行う

ことで充実を図っていきたいという回答でございました。 

 番号４番、図書館についてのご質問でございます。テーマ図書の掲示は、平成２９年度

１回の実施を行っております。選定に対してでございますが、選書会議で偏りのない内容

についての選定を行っているということでございます。 

 番号１０番、広報秘書課の人権に配慮した市刊行物の作成につきまして、男女のバラン

スのとれたという、このバランスについてでございますが、男女共同参画の視点からの表

現の手引きに沿って、偏りのないよう配慮した内容という意味でのバランスでございます。 

 番号１２番、効果⑥が達成できたと考える理由でございますが、こちらにつきましては、

市報掲載に当たりまして、広報秘書課など庁内各課と連携をとりながら対応したというと

ころで⑥番の視点に丸をつけさせていただいております。 

 番号２１番、健康課の自己評価Ａの理由についてでございますが、こちらは推進条項報

告書の１４ページにございます。こちらのＡの評価の理由でございます。専門スタッフの

増員２名を行い、参加者がしっかり学べる体制の構築を行ったことにより、Ａという評価

を行っております。 

 同じく２１番、人間性豊かな子どもの育成についてということで、生涯学習課の内容に

ついてのご質問でございますが、こちらは、家庭教育学級の実施を各ＰＴＡへ委託いたし

まして、参加者は児童や保護者、地域の方々、各学校で講義内容を決めて実施しているも

のでございます。こちらの講義の内容につきまして、文化の講座や音楽の講座などもござ

いますので、そういったものを受講していただくことで豊かな子どもの育成と考えている

ところでございます。 

 次のページをごらんください。番号２５番、２６番、経済課の労働セミナーを実施しな

かった理由についてでございます。こちらにつきましては、近隣施設で行っているものと

重複しているものがあるため、平成２８年度より、就職相談会の実施やポケット労働法の
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配布に変更を行ったことによるものです。 

 番号３３番、こがねい仕事ネットの閲覧件数が減となった理由につきましてですが、こ

ちらはリニューアルを行ったことにより、カウント方法が変更になったことが理由ではな

いかと主管課のほうでは考えているところでございます。 

【佐藤会長】  ちょっと待ってください。今、何課でしたか。 

【事務局（深草）】  こちらは、リニューアルに伴いまして、カウント方法が変更にな

ったことによるのではないかと主管課では考えているところでして、こちらは、今年度ま

た推移を見てということになるかと思います。 

【佐藤会長】  はい。 

【事務局（深草）】  番号３５番、女性農業者への研修会についてですが、こちらは、

女性が活躍している農業の分野などについての研修会を含んだ内容ということになってお

ります。 

【佐藤会長】  それはどういう内容なんですか。 

【事務局（深草）】  農業の分野で女性が活躍しているということですと、今回の研修

会に関しましては、販売の分野などでどういった形で女性が活躍する、そういった分野の

研修会ということでございます。 

【佐藤会長】  販売の分野で。 

【事務局（深草）】  はい。販売の分野などです。 

【佐藤会長】  これは、販売をどういうふうにするかということの講習会ではないんで

すか。 

【事務局（深草）】  そうですね。詳しい講習会の内容までは把握してはいないんです

けれども。 

【佐藤会長】  そこを書いてほしいんですよね。こちらの文章だけを見ても、経営力を

つけるというのはどんな内容かわからないですよね。どんな内容かわからないものの評価

なんかできないでしょう。農業の分野ということが書かれていて、農業者の研修の促進は

わかっているから、今回は販売力をつけるための講習会であったとか、そういうふうに書

かないと、本来は評価がつけられないのではないかなという感じがするんです。単に販売

力のためのものですという言い方では、やはりだめですよね。 

 販売力を、ほかの人はこういうふうにやっているよということだけなのかとか、販売力

をつけるというのは、経営学の上で、それはそれで、販売をどういうふうにやるかという
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非常に大きなテーマですよね。特に農業における販売を、どのように効果を上げるように

やっていったらいいかを学ぶためだと私は思うんですけれども、そういうことを書いても

らわないと、何のためにやっているのかがわからない。それから、販売能力を知らない人

たちがやっているとも思えないんですよね。だから、そこら辺をきっちり書かないと、ほ

かのところもそうですけれども、評価できないのではないかなという感じがします。 

 効果のところに何を書くかというと、販売に関して、販売方法に関しての専門的な知識

を得られるような研修をやったとか、それから販売のいろいろな形について、いろいろな

例を挙げて説明するような研修を行ったとか、そういうことを書いていただかないと、大

変かもしれないけれども、評価できないと私なんかは思うんですよね。 

 すみません。どうぞ、先へいってください。 

【事務局（深草）】  はい。続きまして、３ページ目をおめくりください。 

 ４１番の保育課です。保育課の病児保育への取り組みということでございますが、こち

らは、のびゆくこどもプランにおきまして、平成３０年度の開設を予定しているものでご

ざいます。 

【佐藤会長】  ちょっと待ってください。４１番の……。 

【事務局（深草）】  ４１番の保育課です。 

【佐藤会長】  子育てに関する情報・相談の充実。それが何年に。 

【事務局（深草）】  はい。平成３０年度の開設を予定しております。 

【佐藤会長】  平成３０年度の開設になるということですね。 

【事務局（深草）】  はい。病児保育についてはということで、そういった計画がござ

います。 

【佐藤会長】  はい。ありがとうございます。 

【事務局（深草）】  次に、４４番、こちらは高齢者に対しての具体的なサービスにつ

いてですが、介護保険サービスなど、小金井市の現状を把握しまして、必要なサービスを

提供していくように努めていくものということで、具体的にどれということではなく、必

要なサービスを選んでいくという形で取り組んでいるものでございます。 

【佐藤会長】  すみません。そのサービスに関してですけれども、具体的にどんなサー

ビスをしていくのかということは、まず介護保険の要介護度がありますよね。それによっ

て、求められるサービスが違ってきますよね。２４時間の介護とか、１カ月３６万円でど

れくらいできるのかということになりますけれども、その中で、具体的にどういうサービ
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スをしていくのか。例えば、２４時間いつでもヘルパーさんを送りますよとか、そういう

サービスをしていくのか、それとも、昼間だけだけれども、そこはしっかりやるというの

か。それでも、３６万円のお金ではそんなにはできませんよね。予算をつけるのかとかつ

けないのかとか、そこをどう考えていらっしゃるのかなと思ったんです。 

 具体的にそういうことがないと、やっていくことについて単に書いてあるだけというも

のになってしまうんですね。予算をこれから請求していくのかどうかはわからないけれど

も、こういうところを重点的にやっていきたいというものがあるのかどうか、そこなんで

す。介護度１、２、３、４、５のどれを充実させるのかとか、１、２はもうちょっと軽く

しても、３、４、５をもっと充実させたほうがいいと考えるのか、それを介護保険のほか

に市の財政で補うのかというところだと思うんです。 

【事務局（深草）】  今後重点的に取り組んでいく方向性という質問かと思うんですが、

すみません。現状に応じてという形で主管課のほうからは回答をもらっておりまして、具

体的な方向性というところまでは聞き取りをまだ行っておりませんので、そこまで主管課

のほうで方向性が出ているかどうかもわからないところではありますが、もう少し詳しく

内容について聞き取りを行って、回答をしていきたいと思います。 

【佐藤会長】  この４４番について、男女共同参画で取り上げるべきものかどうかとい

うこともあるでしょう。だって、それはみんな男女同じにやっていると思うから、むしろ

家族介護者の支援の充実とか、こういうものは男性と女性で女性のほうに支援がいってい

るから、もっと男性のということも考えられるんですけれども、高齢者一般の介護保険サ

ービス充実は男女共同参画に入れていいのかどうか。つまり、さっき私が言ったような質

問になってしまうので、これは入れないほうがいいのではないかという感じもあるんです

けれども、いかがですかね、皆さん。どうですか、遠座さん。 

【遠座副会長】  おそらく今のお話は、私の理解だと、これまでにも評価の仕方の話が

出てきていたと思うんですけれども、今、ここでばっと同じ事業が一覧みたいな感じで出

ているんですが、重点を置くべきところと、パンフレットを配っただけというような、関

係ないわけではないけれども、やっていますよというものと分けて見ていったほうがいい

のかなとも思うんです。全部を一律に同じ視点で同じ土俵の上に乗せて評価するというの

は、取り組みの度合いによっても難しいかなと思うので、結局、これからの評価の仕方を

どう変えるかということと関係するのかなと思います。 

【佐藤会長】  ほかに何かご意見ありますか。そのようなところが気になるところでご
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ざいます。すみません。お先にどうぞ。 

【事務局（深草）】  では、続けさせていただきます。 

 ５５番、国内研修事業への参加促進についてですが、ご指摘いただきましたように、周

知方法や周知の仕方に工夫をするなど、取り組んでまいりたいと考えております。 

 番号７２番、性的な発達への適応など健康安全教育についてですが、共通理解というご

質問につきましては、教員間での理解のレベルに差が生じないような共通理解を図ってい

るという状況がございます。 

 ４ページ目をおめくりいただきまして、番号７４番、女性総合相談の内容につきまして、

先ほど会長からもご質問いただきましたが、内容につきましては、夫婦の問題や家族など

の問題が多い傾向にございます。件数の減少につきましては、電話申し込みの後、当日キ

ャンセルなどがありまして、結果として、受け付け件数と相談件数に差が生じたことなど

が原因として挙げられるのではないかと考えております。 

 番号７９番、関係機関への情報提供についてでございますが、こちらは子ども家庭支援

センター等への情報提供を健康課としては行っているところでございます。 

 番号８５番、８７番についてでございます。こちらは記載方法が同じことではないです

かというご質問につきましては、８５番につきましては、被害者への支援体制、８７番に

つきましては、加害者への対応の情報共有ということで、こちらは視点が若干異なってい

るという意味で違っている形になっております。 

 ８６番、被害者支援のシステム利用についての情報共有についてですが、こちらはＤＶ

対象者への対応に係る庁内連携体制の確認等を行っているものでございます。 

 番号９３番、こちらは相談能力の向上についてでございますが、被害者の心情や二次被

害の防止、または被害者へのファーストコンタクトの方法など、その後の対応方法など、

被害者の心情に沿った対応をするために行っているものでございます。 

 次に、１０３番でございます。こちらは介護福祉課についての連携、ネットワークにつ

いてということですが、警察、消防署、弁護士等と連携して必要な支援を行っているもの

でございます。 

 １０９番、こちらは多様な地域参加の推進ということですが、評価Ａの理由についてで

ございます。対象の委員会を広げたものにより、２８年度より対応しております委員会を

増やしております。その結果、Ａという評価でございます。結果といたしましては、５０

名に案内状を送りまして、５名より返信があり、２名選出しております。運営手順につき
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ましては、現在検討中ということでございます。 

 番号１１０番、平成２７年度に実施しました市民意識調査の結果では、ＤＶ、ハラスメ

ント支援が約４８％、男女平等を推進する上で必要な情報の提供４５％、相談事業の実施、

個人やグループの交流の場などが男女平等推進センターの整備の際に必要なのではないか

というご意見が出ております。 

 番号１１２番、働きやすい職場環境の整備、ハラスメントの防止といったところでござ

いますが、職員課といたしましては、庁内の職員に向けての電子データや紙ベースなどで

周知しているところでございます。 

 １１５番、こちらは指導室におきます指導的立場に関する女性の人材の育成についてで

ございますが、従来よりこちらは行っているところですが、平成２８年度の管理職の女性

は８名おりまして、そちらの方につきましても、同様に受験の奨励について行ってきてい

るところでございます。 

 最後になりますが、番号１２０番、提言に基づき、平成２９年度からヒアリングを実施

することになったのではないですかというご質問をいただいておりますが、平成２９年度

で行うヒアリングということでございますので、こちらは平成２８年度ということで、今

回の報告書では掲載していないところでございます。 

 以上、雑駁ではございますが、報告を終わらせていただきます。 

【佐藤会長】  ありがとうございます。 

 それから、最後のページに自由記載欄がありますが、全体的に効果がうまくいっている

ところがあった。全体的に前年度何％伸びたのか減ったのかを書くべきである。しかし、

２８年度よりはわかりやすくなっている。細かく書いてある。２７年度の報告書で検討を

お願いした事業内容、人数や回数の記載等について改善されたことに感謝いたします。お

かげさまで、具体的に理解することができました。より具体的表記になったものもあるが、

依然として、昨年度のものと文面、評価が全く同じで数字だけ変更したものがある。小金

井市第５次男女共同参画行動計画、第４次に引き続きワーク・ライフ・バランスを変えて

ほしいと要望しましたところ、要望を取り上げてくださり、第５次行動計画に反映してい

ただき、ありがとうございました。自己評価を取り入れたことで、どのような取り組みに

特に力が注がれているのかがわかりやすかった。一方で、上記の意見でも述べたように、

重点施策の位置づけなど、全ての事業の自己評価がＢの部分もある。今後は、この点の改

善が必要であると考える。重点施策の中で各課が事業を設定するなどとあります。 
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 今答えていただいたところだけ、非常に速いスピードで解決はしていただいたんですが、

まずは、ご意見をいただきたいですね。 

 それでは、日野委員からお願いいたします。 

【日野委員】  いつも、こういう評価をする報告書を見て思うんですけれども、項目は

すごく多いんですが、リーフレットを発行したのだったら、その部数とかが書かれていな

いことが多かったり、それだけを見ても結構いっぱいあって、具体的な話まで出すのにす

ごく時間がかかってしまう。正直、時間がもったいないと思うんです。評価の仕方が、全

体にまだうまく浸透していっていない。まず、数字を具体的に出すというのが基本的なこ

となのかなと思いました。 

 あと、効果の理由も、同じような理由が書かれているものが結構目につきました。例え

ば、推進状況報告書の１６ページの２５、２６、２７番の経済課のところは、効果の理由

がほとんど似たような感じの理由で、ちょっと語尾を変えたりとか、その程度のものに思

えて、理由として、ああ、そうなんだと納得しかねる感じに思ってしまうところが目につ

きました。 

 以上です。 

【佐藤会長】  ありがとうございます。 

 では、濱野委員、お願いいたします。 

【濱野委員】  １８ページの基本目標２の３８、３９に関しては、小金井市としてでき

ることをやって、自己評価がＡということはわかるんですけれども、実際にはまだ問題を

抱えているということで、特に、次の学童も同じだと思うんですが、今後足りなくなるこ

とが見込まれているということが、評価とはまた別だと思うんですけれども、依然として、

全体の中でもかなり足りない部分があるということが表現できるといいのかなと思いまし

た。特に、今、学童保育はかなり問題になってきていると思いますので、効果の理由とか

方向性あたりも、これだけでいいのかなというところです。 

 あとは、すみません。ちょっと戻ってしまうんですが、１４ページで、もともとの計画

のときにどうだったかなんですが、２０番の保育・教育関係者に対する研修の充実です。

これは、担当課が職員課になっていて、市役所職員に対する研修のことが実施内容で書い

てあるんですけれども、保育・教育関係者というのは、例えば保育園の方とか小学校の先

生とかのことを指しているのではないかと思いまして、主要事業と合っているかどうか疑

問に思いました。 
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 以上です。 

【佐藤会長】  ありがとうございました。 

 今の３８、３９、４０ですが、引き続き対策が必要であると３８、３９には書いてあり

ますけれども、４０は今後も継続して実施していくという、ちょっと曖昧なところが見ら

れますね。それから、今の１４ページのほうでは、職員課と指導室ということで、学校の

校内研修と、それから職員研修が出ているということで、例えば私立学校の教員とか、そ

ういうところは対象に入っていないですよね。そういうところはどうなんでしょうか。 

【事務局（深草）】  こちらは職員課と指導室ということになっておりますので、あく

まで市の直営の保育や、指導室ということですので、市立の小・中学校が対象になってい

るかと思います。そこの範囲をそういった関係者全般にということにつきましては、今後、

担当課のほうに、そういったことに関してどのような考えを持っているのか確認をしてみ

ませんと、申しわけないですが、この場ではお答えができません。 

【佐藤会長】  そうですよね。職員課は職員だけでしようがないですけれども、指導室

は小金井市立学校の人だけが対象で、だけれども、小金井市には私立もあるし、それから

専門学校もあるしというところになりますと、そういうところにどんなふうにやっていく

のかということをやらないと、市民に対しては一般受けしないでしょうね。小金井市立の

学校だけにやるというのは、やはりおかしいなと感じます。私も、去年やったときに、何

で私立の学校とか専門学校は抜けているのかと思いましたので、そこら辺はぜひとも聞い

てみていただきたいと思います。 

 すみません。瀬上委員、お願いします。 

【瀬上委員】  全体的には、実施内容とかに具体的な数字の表記が多くなっているとは

思うんですけれども、一方で、前回の平成２７年度実績と文章も評価も、丸の位置とか理

由とか方向性が全く同じ文面というものが結構あります。 

 例えば、わかりやすい最初のところだと、番号で４番の企画政策課の男女平等に関する

図書・資料の収集で、効果があったと思われる男女共同参画の視点の④の丸が、前にはあ

ったのがなくなっているんですけれども、なくなった理由。右側の効果の理由とか方向性

の文章自体は全く同じなんですよね。だから、④の丸がなぜなくなったか。逆に、９番の

こがねいパレットのところは、③が増えているんですよね。その理由が書いていないとい

うか、わからない。変更した部分の説明が、ほかのところでも、事業がなくなったのに、

評価は丸、そのまま同じとか、文面が同じというのが結構多く、説明していないものを見
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受けました。 

 また、課によって自己評価が違うなという印象で、例えば１４、１５ページの公民館の

２１番や２４番、公民館は丸がとても多いんですけれども、例えば一番下の２４番は全部

丸にしているんですが、そうかなという感じです。私は参加したわけではないですけれど

も、この公民館の内容で、男女共同参画の意識が、いろいろ全部にわたってそんなに育成

されているのかという感じはするんですよね。２１番でも公民館は①から⑤まで丸ですし、

逆に、去年に比べても事業が結構増えているのに、丸が１つのままだとか、去年と比べて

も説明が足りない、理由がちゃんと記されていないものがあるなと思いました。 

 以上です。 

【佐藤会長】  ありがとうございました。 

 では、小野寺委員。 

【小野寺委員】  ほぼ同じ意見です。 

【佐藤会長】  そうすると、今の、例えば公民館とか、その前の企画のところ……。 

【瀬上委員】  課によっても、自己評価が違ってしまっている。 

【佐藤会長】  そうですね。課によって自己評価が違うとか、それから二重丸がついて

いるのにＢのままという課もあったりとかですね。 

【瀬上委員】  そうですね。 

【佐藤会長】  そのような感じでしたし、何か新しいことをやったとか、増加したとい

うところはＡでいいと私は思うんですけれども、そこが全然見えていないとか、そういう

ことがあったということで、それが全体的にあるということですね。ありがとうございま

す。 

 では、すみません。森川委員、お願いいたします。 

【森川委員】  今年初めてで、この資料を見させていただいて、全般的に感じた感想に

なってしまうんですけれども、まず理由のところで、幾つかご指摘があった、例えば２番

の男女平等基本条例の普及というところで、例えば浸透を図ったとか、７番のところでも

人権意識の育成に寄与するとか、そこの部分が具体的に何をもってしているのかというの

が見えなかったかなというところがありました。 

 そういうふうにしていろいろ見ていくときに、我々の世界では取り組み目標と成果目標

とよく言われるんですけれども、そこの部分の分類というか、区分けが見えないかなと。

私は中学校の教員なので、例えば中学校で、子どもに授業を理解させるということがあっ
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て、では何をするのと。教員がこういう授業をします、こんな取り組みをしますよという

のが取り組み目標で、その結果、子どもたちにアンケートをとった結果、授業がわかると

いう割合が６５％から７５％になりましたといったら、それが成果のほうの目標になって

くるという形で、学校の中で目標に関して成果目標と取り組み目標を意識しながらやって

いくということがあるんです。 

 それが見えるところと見えないところがあって、広報活動をして普及したよというのは

わかるんですけれども、それは取り組み目標になってくるんです。では、成果として、市

民の皆様の意識がどうなったかというのは、多分アンケートでやったりとか、どうのこう

のではなかなかできない問題だと思うので、それをどう判断していくかというところがも

う少し見えてくるといいのかなという感じは受けました。すみません。今年初めて見て、

ざっと見た段階での感想なので、今までの流れとかが全然わからないところで勝手な発言

なので申しわけないんですけれども、ぱっと見たときにそんな感じがいたしました。 

 それから、その中で、今後の方針という部分で、我々もＰＤＣＡサイクルをつくってい

くときに、できたことは当然継続していくし、できなかったところはどこができなかった

のかということで、その改善策を実施する。効果的に改善できるかどうかは、また別問題

ですけれども、ただ、チェックした後、そういったものからプランをしっかり立てていか

ないと、次の改善には資せない部分が多々ある。 

 そんなことを言って、では君の学校はできているのかといったら、全てできているわけ

では当然ないですよね。全部が全部できたら、すごい改善になっていくんだと思うので、

なかなか遅々として進まない部分はあるんですが、そういう視点を持っていかないと、よ

り効果的な改善にはなかなかいかない。そういったところで、今後の課題や推進の方向性

が次のアクションを起こすためのものになっているかなと見たときに、そこの部分がちゃ

んと記載されているところとそうでないところがあるので、そういった部分をもう少し丁

寧に検証していくと、より効果的な改善に資するのかなという感じはいたしました。 

 以上、意見です。 

【佐藤会長】  ありがとうございます。 

 全般的に見て、取り組みの実施内容と、それから成果が一緒のところがあるんです。だ

から、効果を一体どう考えているのかと思ってしまうところもあります。 

 それから、確かに方針は、ＰＤＣＡ、Plan Do Check、Ａまで入れるかどうかはあれと

して、Plan Do CheckでＡというサイクルがあるんですね。今おっしゃったように、Plan、
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計画、Do、実施内容をやって、そしてCheck、それをチェックして、効果がどのようにあ

ったか。そして、できたものとできなかったもの、できなかったものに対してどういう新

しいプランを持っていくかが大事なんですけれども、そこのところをおっしゃったんだと

思います。 

【森川委員】  記載されることで方向性が見えるといいということです。 

【佐藤会長】  できているところもあるけれども、できていないところもあるというと

ころです。ありがとうございました。 

 では、松本委員、お願いいたします。 

【松本委員】  全体的な印象としては、皆さんもおっしゃった、例えば昨年に比べて、

今年どういったところで改善されたのかとか、変わらなかったのかというところが、読ん

だだけではなかなかわからなかったかなというところで、具体的な数値を含め、そういっ

たところを記載していただけると、よりよかったかなと思いました。 

 あと、先ほど副会長からもお話があったと思うんですけれども、どこを重点的に見てい

るかというところが見づらかったので、例えば課によって１つ、２つ、項目としては、こ

こを重点的にするとか、課ごとではなくて項目で、今年は何項目にわたって、より重点的

に攻めていくかというところをある程度絞っていったほうが、評価する側としても、され

る側としても、いいのかなと感じました。 

 あと、事業一覧のお話を最初のほうにされたときに、皆さんからもお話が出て、また回

答も先ほどあったと思うんですけれども、２４ページの下から２番目の７４番の女性総合

相談に関しては、中身が少し見えにくくて、ほんとうは実際にかなり相談したい人がいる

中で、なかなか対応が難しく、できていないのか。例えば、先ほど１人当たり約１時間、

カウンセラーの方が対応してくださっているとあったと思うんですけれども、例えば状況

によって時間が短いバージョンだったり、長いバージョンだったり、メールベースでも相

談を受けてくださっているのかとかというところがもう少し出てくるとか、わからなくて

発言しているところもあるかもしれないですけれども、そこがもうちょっと見えてくると、

より改善ができるのではないかなと思いました。 

 あとは、個人的には、やはり介護の問題で、先ほどどういったサービスかというお話が

会長からもあったと思うんですけれども、家族の形式によっても、例えば核家族で兄弟が

いない場合とか兄弟がいる場合というところでも変わってくると思いますし、独身の方も

増えてきていると思うので、そういったところで細かなサービスの内容も教えていただけ



 -27- 

ると、よりいいかなと思いました。 

 以上です。 

【佐藤会長】  ありがとうございました。 

 今年の２月に評価をそれぞれして、せめて前年度より何％伸びたかをつけてくださいと

書いたんです。だけれども、今年のものを見ると、実施とか、人数は書いてあるんだけれ

ども、それが前年度から何％伸びたとか減ったとかが書いてないんですよ。そこら辺のと

ころを、忘れてしまったのか、どうされたのかよくわからないというのもありまして、伸

びるとか減るとかいうことだけを目的にするのではなくても、せめて前年度よりも何人ぐ

らい増えたとか減ったとか変化なしというものは書いてもらいたいなという感じが私もし

たんです。それは評価の一つにはなりますから。ありがとうございました。 

 では、本川委員、お願いします。 

【本川委員】  全体的なことで言うと、評価は、本来であればＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅまで

あるわけですね。それが、ほとんどがＢで、Ａが少しはあるんですけれども、毎年同じこ

とをどの課も全部やっているんだなと。それがいいか悪いかは別としまして、そういうこ

とが見えてきたのと、それから、今さらですけれども、Ａ、Ｂ、Ｃの評価の仕方が、見た

ときに、ＡとＢだけしかないと、一般的な感覚として、受け取り方として、全部いいんで

すよね。だから、何かもう少し工夫のしようがあるのではないかなと思っております。 

 それと、それぞれのところでそれぞれがこうやって目標というか、結果を書いてくれて

いるので、それぞれのところはほんとうにそういうことでやっているんだなということは、

よく理解はできるんですけれども、全体からいって、男女共同参画を推進するために、私

たちというか、この審議会なのか、企画政策課なのかはわかりませんけれども、そういう

ところが重点目標みたいなものをはっきり打ち出しているのか、具体的なといったらいい

のか、そういうものを考えていくことはできないのかなと思いました。それから、庁内で

共通目標として幾つかを掲げて、それに向かって自分の課はどうするのかということを考

えていく方向づけはできないのかなと思っております。 

 具体的なことにつきましては、前にお話ししたかと思うんですけれども、私は狛江と国

立と小金井の３市が何で共同しているのかわからなかったので、何でか伺ったときに、セ

ンターを持っていないという大きな理由がそこでわかってきて、ああ、そうかと思ったん

です。１１０番のところに男女平等推進センター整備の検討となっておりまして、今、最

後のチャンスなのか、遅いのか、よくわかりませんけれども、せめて複合施設の中に男女
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平等推進センターの機能を持った場所を考えていくという方向をもう少し具体的に考えて

いけないかなと非常に思いました。 

 以上です。 

【佐藤会長】  ありがとうございます。大変重要な点を挙げていただいたと思います。 

 では、浦野委員、お願いします。 

【浦野委員】  昨年度挙げたところをすごく反映していただいて、読みやすくというか、

具体的に理解することができてよかったと。ご苦労も大変だったのではないかなと思う反

面、いろいろな私たちからの要望を入れたところで、申しわけないんですけれども、すご

く字が細かくて、見るのがすごく大変だったことが、正直申し上げて、一番最初の印象な

んです。ですから、もう少し読みやすく工夫していただくと。今、たくさんの意見があり

ましたので、それをまた反映すると、さらにもっともっと細かくなってしまうのではない

かという個人的な危惧が私はあったので、１つ申し上げます。 

 それと、先ほど、委員のどなたかから、昨年度と同じ表現があるとかというご指摘があ

りました。その中で気になったのが、１４ページの公民館のところです。公民館のところ

で、効果の理由として、平成２７年度と比較して、内容及び回数を拡大して実施したので

Ａとしたと私は理解しているんです。ごめんなさい。２１番の公民館のところですね。Ａ

と書いて評価しているんですけれども、２７年度の評価を見ますと、青年学級も、ほかの

講座も回数が同じあるいは１回しか増えていないので、それがＡの評価につながるのかど

うかが疑問なところと、生涯学習課では家庭教育学級が実施されているんですけれども、

私の知る範囲では、公民館で家庭教育学級が実施されていたのかどうかわからないので、

できたら確かめていただきたいんですが、これは本来ＰＴＡに委託して実施していた学級

だと思いますので、もし公民館でもやっていらっしゃるのであれば、そこのところを教え

ていただきたいなと思いました。 

 以上でございます。 

【佐藤会長】  ありがとうございました。私も書くのを忘れてしまったんですけれども、

引き続き家庭教育学級を実施すると、生涯学習と公民館の２つに書いてあるんですよね。 

【浦野委員】  はい。 

【佐藤会長】  公民館は家庭教育学級をどこにも書いていないということですよね。 

【浦野委員】  ええ。 

【佐藤会長】  だから、推進の方向性のところは間違いではないかなと思うんです。 
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【事務局（深草）】  確認をさせていただいて、後日、報告をさせていただくようにい

たします。 

【佐藤会長】  ありがとうございます。 

 それでは、副会長、お願いいたします。 

【遠座副会長】  私も、いろいろ評価の件について改善してくださったと思うんです。

ただ、やはり全体として、Ａ、Ｂ、Ｃの評価を入れたことでＢが多いというご意見が出ま

したが、私もそれをまず思ったんです。それと同時に、Ａをつけているところは、やはり

ここに力を入れてやってくださっているんだなというのが比較的目立ってわかりやすかっ

たので、今までより、そういう部分がわかりやすいかなと感じました。 

 ただ、これは評価だけではなくて、計画の段階から全部にかかわることなんですが、や

はり重点施策として位置づけられているところが全部Ｂというのは、ちょっと寂しい感じ

がするので、重点だから、これをやっていますというのがわかりやすくなる、市民にもわ

かりやすい形で出てくるのが望ましい気がするので、重点施策の決め方自体がそもそも問

題なのか。私たちのほうで、昨年やりましたよね。 

【佐藤会長】  やりました。 

【遠座副会長】  やったときに、私は、ほんとうにこちらが決めてしまっていいんです

かと確認したんですけれども、こちらで重要だと思うものをそれぞれの委員の方に挙げて

いただいて、それを受けて、それぞれのこういう具体的なものをつくっていただくという

感じの流れだったんですが、担当されている課のほうで、これが重点施策に位置づいてい

るという認識をどれほど持たれているのかがわからないなと感じました。 

 これも何回か言い続けてたことですけれども、例えば女性リーダーの育成促進というと

ころの５６番に児童館ボランティアリーダーの育成があって、そこには男女の比が出てい

ないんです。これは多分、私は例年言い続けていたような気がするんですけれども、女性

リーダーの育成と掲げているのに、どう育成されているのかのイメージがわからないと感

じられる。 

 それと、例えば５０番のところで、これは別に女性リーダー、ボランティアリーダーと

か、そういうことではないんですけれども、男性２５名、女性６５５名という感じで、女

性がすごく参加してボランティアに関心を持っているというのはよくわかるんですが、５

６番の具体的な事業が女性リーダーの育成促進に位置づけられているということを担当課

さんが認識されているのかどうか気になるところです。こちらの決め方と実際に担当され
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ているところの認識が、どれぐらい一致しているのか、ずれているのかがいつも気になっ

ていて、全体を通してみて、力の入れどころとかも含めて、今回もそういうものが感じら

れたかなと。だから、評価だけではなくて、決め方自体をどうしていくのかということと

もかかわるんですけれども。 

 あとは、お話に出ましたけれども、評価を測定するということ自体が、できることと、

すごくやりにくいことと、不可能に近いのではないかと思うようなことがあると思うんで

す。パンフレットとかで啓発活動をするのは、もちろん意味はあると思うんですけれども、

それを受け取る側は、すごく読むかもしれないし、そうではないかもしれないし、ほんと

うにわからないと思うんですよね。それについての効果を挙げろと、受け取る側の効果を

記載することを求めても、どうやっても限界があると思うんです。だから、そういうもの

と、すごく力を入れていて、こういう効果を具体的に期待したいとイメージできるものは、

やはり分けて考えて評価していくほうが、お互いのためにも、いいのではないかと私は思

っているんです。 

【佐藤会長】  ありがとうございました。 

【日野委員】  今の遠座副会長のことで、５６番の児童館のボランティアリーダーの育

成ということですけれども、先日、夏期クラブがちょうど緑児童館で終わったところで、

うちの息子も参加させていただきました。 

 中学生から社会人までの男性、女性、それぞれみんな集まって、子どもたちを、１泊、

児童館のほうで見てくださったり、一緒に活動したり、そういうものをやっていて、班に

分けるんですね。そのときに６班ぐらいに分かれていて、男性がリーダーのところもある

し、女性がリーダーのところもあって、効果の理由にもあるんですけれども、男女がとも

に参画して一緒に頑張ろうみたいな、男性も女性も関係なくて、それぞれリーダーになっ

た人たちにまとめてもらうという感覚であるので、具体的施策が女性リーダーの育成促進

とあるんですが、全体を通じて女性も活躍していると。女性だからリーダーになれないと

か、そういうのではなくて、誰でもそこに参加してくれた人はリーダーになれるよという

感覚であったんです。 

 多分、そこまで書くと長くなってしまうと思うので、私は、この項目はそこが伝わらな

い書き方になってしまっているのは残念だなと。でも、参加させていただいて、これ自体

はすごくいいものであったなと思っています。 

【佐藤会長】  書き方もあると思うんですよね。さっきもですけれども、今の５６番の
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効果のところは、実施のところで書くような内容ですよ。だから、効果は、今おっしゃっ

たように、男女分け隔てなくお互いにリーダーになり、事業がスムーズに進んだとか、そ

ういうものが効果に係るのではないですかね。だから、実施内容と効果の理由というとこ

ろはどのように書いていいかわからないのではないかという課も多くあったのではないか

なという感じがします。 

 一番最初の１の１について、事業内容と評価が一緒なんですよ。浸透を図ったと、浸透

を図ることができたというだけの違いなんですね。これは、実施内容と効果との違いなん

てないので、こういうものを配ってどうだったのか。男女平等都市宣言の浸透と言います

けれども、今までの事例からいくと、配布したことでどこまで浸透したかを図ることがで

きたと言えないのではないか。副委員長がおっしゃったように、浸透を図ったかどうかを

はかるのがすごく難しいということであるならば、これは単に配るなら配るものとして、

表の中にまとめて並べてそこは評価をしないというふうにする方法がいい。ただし、前の

年の２倍配るようにしたとか、そういうことがあったときは、Ａというか、そういうこと

は評価できますけれども、それ以外のときには浸透を図ったという実施内容だけでいい。

そういうところを分けて、ほんとうに効果があったのかどうかというところを分けていく。

だから、重点内容というのは非常に重要な感じがしますね。 

 あと、何かほかにご意見ありませんか。副委員長ほかに何かありませんか。 

【遠座副会長】  評価の枠組み自体は、またこれから議論するという感じがあるもので、

皆さんが評価に関心を持たれていると思います。ヒアリングでも、その件も含めてヒアリ

ングができたら。 

【佐藤会長】  そうですね。そうすると、書き方ももうちょっと各課の方に理解してい

ただくように、こちらでまた書かないとだめですね。実施内容は、例えばこれこれこうい

うものを書きますと具体的にしないとだめなのかなという感じがしますね。効果はどうい

う、つまり効果を書くのは非常に難しいんですよ。難しいものもあるんですね。だから、

そういうところで書けないと思うんです。 

 あと、ほかに何かございませんか。深草さんのほうから何かございませんか。 

【事務局（深草）】  いろいろご意見をいただきまして、ありがとうございました。 

 確かに、評価しづらいというか、私も今回初めて携わりまして、パンフレットの配布な

どについての効果は、確かに、おっしゃるように非常にはかりにくい数値で、見えにくい

という部分もございますので、その辺は次のときに生かしていく形で、ご意見として参考
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にさせていただきたいと考えております。ありがとうございました。 

【佐藤会長】  部長としてはどうですか。各課ごとに何か重点目標をつくったらどうか

という意見が非常に多いですけれども、それに関して、どうお考えでしょうか。 

【事務局（天野）】  まずは、皆さんにご意見をいただきまして、ありがとうございま

した。 

 今、課長が言ったとおり、評価の難しいものとかもあるわけでございまして、その中で、

会長がおっしゃったように重点的なもの、また経常的なものだとか、やはり一定分けて評

価を絞っていったほうがいいのかなと思います。 

 実は、数字を書くかどうなのかといいますと、うちのほうでは、やはり基本的な一番大

きい計画が基本構想で、そこには当然将来像がありまして、それに基づいて各計画、また

男女の計画も基本構想に基づいてできていますので、それに基づいて、重点的なものはお

のずから絞られてきてはおります。では評価の対象をどう絞るかというところは、簡単な

話ではないなと思っていますので、検討させていただきたいと思います。 

【佐藤会長】  企画財政課の男女共同参画室がやる政策というのは、全部入ると思うん

ですよ。その中で重点的とそうではないもの、そのほかの課は、こんなものは入っていい

のかしらと思うようなものまである。ただ、そう言ってしまうと、男女平等を全部の課に

どう行き渡らせられるのかというのはとても難しいなという感じがするんですよね。だか

ら、そこのところをどう考えていったらいいのかというのは、今、私も意見がないんです

けれども、かなり難しいわけですね。 

【事務局（天野）】  難しいですね。横串というか、全体に広域的にわたる施策という

か、男女共同参画というものなので、それをメーンに、ストレートにその事業を各課が意

識的にやっているというわけではないのかもしれないと思うんです。ただ、常に男女平等

の意識だとか、個人の人権尊重の意識を持って政策を進めていただくということはあるの

で、それを評価するというのは、また難しいと思います。 

【佐藤会長】  あと、これはどうすればいいんですか。 

【事務局（深草）】  本日は口頭で報告をさせていただいておりますので、今いただい

たご意見なども含めながら、担当の事業課のほうには改めて確認をした上で、文書にて、

メールなどでお送りさせていただくようにいたします。 

【佐藤会長】  それでは、何か言い残したことはございませんか。８月の中ごろまでは

追加の疑問や何かはよろしいんでしたよね。 
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【事務局（深草）】  なるべく早目にいただけるとありがたいですけれども、上旬ぐら

いまでにいただけましたら、そこも含めた形で改めて返答ということで、お送りさせてい

ただくようにいたします。 

【佐藤会長】  それでしたら、皆さんもまた何かありましたら、８月上旬までというこ

とで、多分８月１５日前だと思いますので、それまでにまた、例の紙でなくても、普通の

レポートでよろしいですよね。 

【事務局（深草）】  はい。 

【佐藤会長】  それに書いて、事務局のほうにお出しください。 

【事務局（深草）】  お願いいたします。 

【佐藤会長】  それでは、どうもありがとうございました。 

 では、第４次行動計画の推進状況の調査報告については、これで終わらせていただきた

いと思います。 

 

（３）小金井市男女平等苦情処理委員の委嘱について 

【佐藤会長】  次に、小金井市男女平等苦情処理委員の就任について、報告（３）につ

い事務局からご説明をお願いします。 

【事務局（深草）】  苦情処理委員についてご報告をさせていただきます。 

 男女平等苦情処理につきましては、市の施策に男女の不平等があった場合や、または市

民の日常生活の中で性別による差別的な扱いを受けた際に、男女共同参画室へお申し出い

ただき、必要に応じて苦情処理委員の方に苦情処理に対応していただく制度でございます。 

 委員はお２人で、条例、規則により、男女１名ずつと定められているところでございま

す。平成２９年５月２２日に任期満了となり、翌５月２３日付で２名の委員が就任されま

したが、お２人のうち１名が新任委員として就任されましたので、ご報告をさせていただ

きます。 

 新任の委員といたしましては、今回、永田晴夫委員が苦情処理委員として就任されまし

た。永田晴夫委員は弁護士として活躍され、平成２６年より小金井市法律相談員をされて

いらっしゃいます。もうお一方の井爪利惠子委員は、今回３期目となります。 

 以上でございます。 

【佐藤会長】  ありがとうございました。 
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３ 議題 

（１）男女共同参画施策の推進について 

   第４次男女共同参画参画行動計画推進状況調査結果について 

【佐藤会長】  それでは、議題について移りたいと思います。 

 議題１については、たった今、いろいろ議論をしてしまいましたので、ここでは、平成

２９年２月２７日の審議会から市長へ提出いたしました提言書の中で、事業ヒアリングの

実施を提言しております。今回の報告書の内容について、まずヒアリングを実施するかど

うか、それからヒアリングを行う場合には、事業課及び質問内容についてご意見を伺いた

いと思います。ヒアリングを行う場合は、提言書では審議会開催時となっていますので、

あわせてご意見を伺います。 

 それでは、ヒアリングをしなければいけないんですけれども、まず一番最初に男女共同

参画室のある企画財政部ということになりますが、ヒアリングをやるかどうかについて、

皆さんのご意見をお願いいたします。 

【遠座副会長】  新しい方は多分ご存じないと思うんですが、ヒアリングは、今までや

ろう、やろうという感じで、今回初めてやってみようという取り組みです。 

【佐藤会長】  実は、去年、静岡で男女共同参画をやっていらっしゃる方の講演を聞き

まして、静岡市でも、それから県でもヒアリングをやっていると。グループに分かれて、

かなり細かくやっているということを伺ったんです。いろいろ見てみると、ヒアリングを

やっているところが結構あるみたいなので、それでは小金井市でも少しヒアリングをやっ

てみようじゃないかということで、去年提案したんです。ですから、今年、改めて２８年

度の実績についてヒアリングを行うかどうかということをまずは決めたいと思います。 

【遠座副会長】  昨年の審議会の中での議論としては、審議会開催時に、そんなに長時

間ということではなくて、あらかじめ指定しておいた質問に答えていただくということを

想定していたんです。 

【佐藤会長】  新しく委員になられた方に、去年の２月２９日に出した提言書のコピー

はいっているでしょうか。 

【事務局（深草）】  今、提言書のコピーは持ってきておりません。申しわけありませ

ん。今、準備いたしますので、お待ちください。 

【佐藤会長】  では、お待ちください。 

 去年決めたことは、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評価を入れることと、それからヒアリングを実施
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すること、それから少なくとも対前年度比を出してくださいということを提言したんです。

だから、対前年度比ぐらい出ていると思ったら、出ていないから、あれっと思いました。 

 皆さん、これをごらんになっていただいて、また、いろいろな意見も出たので、ご参考

にしていただいて、どこの課を呼ぶかについてお考えをまとめておいてください。そんな

にたくさんは呼べませんので、まず最初に２つぐらいお願いしようかなという感じもして

いますけれども、企画政策課については、今回ヒアリングを行わないといけないなと感じ

ています。 

【小野寺委員】  すみません。ヒアリングの内容というのは、もう決まっているんです

か。 

【佐藤会長】  質問内容はこれから決めます。 

【本川委員】  この提言によりますと、１事業５分から１０分になっていますよね。な

ので、１つの課にするとしたら、どのくらいを予定していていったらよろしいんでしょう

か。 

【佐藤会長】  最大１時間ぐらいですね。 

【事務局（深草）】  審議会の時間のほうにそちらも入ってきてしまうと思いますので、

２時間半の審議会の中でのヒアリングということになりますと、ヒアリングの時間は３０

分ぐらいかなと私どものほうでは考えておりますが、その中では難しいでしょうか。 

【本川委員】  事前に質問事項を出されるとすれば、１事業１０分もかからないで十分

できるのではないかと思いますので、審議会のほうで何についてと、ここにだっと出てい

るわけですから、それについて幾つかピックアップして、例えば３０分なら３０分の間に

できる範囲ということでも、一番最初の実施事項になるので、やるだけやってみると私は

考えていたんですけれども、よろしくお願いします。 

【佐藤会長】  ほかの方、いかがですか。 

【小野寺委員】  これは、市役所だけに限ってヒアリングするわけですか。 

【佐藤会長】  ええ。市役所の、報告書をつくった中でヒアリングをするんです。実施

内容と効果と方向性で、いろいろ意見を出しましたよね。それに対して聞きたいと思いま

すので、何を聞くかということが重要になってくると思います。 

【小野寺委員】  そうですね。 

【佐藤会長】  ですから、例えば配布されたのは何枚かというのが書いていないところ

は、それを書いてほしいというようなところは、多分、事務局のほうで聞いてくださると
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思うので、そのほかの、聞いてもよくわからなかったとか、それから事務局の説明を聞い

ても納得がいかなかったところについて質問するということになると思います。 

【本川委員】  質問事項とか、それから重点項目、取り上げたい項目などについては、

会長、副会長に一任と言ってはいけないんでしたっけ。あと、事務局でご検討いただいて、

できることならお任せして、事前に通知を出していただいて、こういうふうにしますとい

うのは、もちろん委員会が必要だと思うんですけれども、そんなふうにお願いできるとい

いかなと思ってしまったんですが、いかがでしょう。 

【佐藤会長】  これを調べていただいて、お返事は、まず事務局から８月いっぱいぐら

いで来ると思います。そうすると、その中から質問するものをまとめるので、各自で事務

局のほうにファクスかパソコンでやっていただければ、それをもとにやります。 

【本川委員】  すみません。そこまでお伺いしていなかったものですから、どういう手

順でいくのかなと思ったときに、ピックアップするのはなかなか大変だし、審議会がその

間に１回あるわけでもないので。 

【佐藤会長】  そうなんですよ。そこが違うんですよ。 

【本川委員】  はい。お願いできたらいいかなと個人的に思いましたので、発言させて

いただきました。 

【佐藤会長】  ありがとうございました。 

【遠座副会長】  基本的に、質問になるものの取りまとめは、おそらく会長と私のほう

で最終的にはどうしてもせざるを得ないと思いますが、ただ、ここに聞くということと、

幾つか、これだけは聞きたいということがあれば、それは共有させていただいたほうがよ

ろしいかと思います。 

【本川委員】  はい、わかりました。 

【佐藤会長】  あと、こちらにご連絡いただければ、それを取り入れて。 

【瀬上委員】  各課例えば５分とか均一にするのではなくて、例えば企画政策課ですと、

どうしても多いので、企画政策課だったら、じっくり可能な限り時間を増やして、簡単に

できるところであれば、書面の回答で済む場合もあると思いますし、その辺は臨機応変に。

とにかく、企画政策課はじっくりしていただきたいなという希望です。 

【佐藤会長】  あと、私は経済課から聞きたいんですよね。 

 それでは、どうしましょう。まず、ヒアリングを実施するかしないかで挙手をお願いい

たします。ヒアリングを実施するというお考えの方。 
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（賛成者挙手） 

【佐藤会長】  ありがとうございます。それでは、今年度ヒアリングを実施いたします。 

 次に、ヒアリングをどこへやるかということですが、私は、まずは企画政策課を挙げて

いただきたいと思うんですけれども、その次は経済課を挙げたいと思っています。いかが

ですか。小野寺さんは。 

【小野寺委員】  同じでございます。 

【佐藤会長】  瀬上さんは、いかがですか。 

【瀬上委員】  あと、子育て支援課とか、保育関係ですか。 

【佐藤会長】  子育て支援課ですね。 

【瀬上委員】  はい、保育とかそういう。あと、教育委員会。教育委員会はひとまとめ

にしていいのかわからないですけれども、指導室とか生涯学習課とか公民館、図書館。 

【佐藤会長】  指導室と公民館と図書館と、あと何でしたっけ。 

【瀬上委員】  生涯学習課と指導室。教育委員会でまとまるか、１つではまとまらない

かもしれないですが、教育関係。 

【佐藤会長】  教育関係ですね。濱野さんはいかがですか。 

【濱野委員】  私は、児童青少年課です。 

【佐藤会長】  児童少年課ですね。日野さんはいかがですか。 

【日野委員】  私は、先ほど言った経済課は、ぜひ聞きたいと思っていました。あと、

公民館は、結構評価が高目な感じだったり。 

【佐藤会長】  そうですね。意識が高いですね。 

【日野委員】  そうですね。何となく内々に甘いのかなと前から感じていたので、気に

なっていました。 

 以上です。 

【佐藤会長】  本川委員はどうですか。 

【本川委員】  皆さんがおっしゃったようなところで結構だと思います。 

【佐藤会長】  松本委員は。 

【松本委員】  私も、経済課と子育て支援課のあたりが。 

【佐藤会長】  わかりました。 

 では、森川委員、いかがですか。 

【森川委員】  特に、新たにはありません。 
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【佐藤会長】  わかりました。 

 今多かったのは企画政策と経済課と公民館ですが、ただ、やはり児童青少年課も子育て

支援課も、どういう答えを出してくるかによるかと思いますので、どこをやるかというこ

とについては、またお知らせということでよろしいですかね。 

【事務局（深草）】  事務局から一言よろしいでしょうか。ヒアリングを行うとなりま

すと、担当課の準備というか、担当課の出席を求めることになりますので、日程調整等を

含めますと、あまり複数課となったときに、審議会の皆さんの日程と主管課の出席できる

かどうかの日程の調整ということで、日程調整が複雑になっていく可能性もございますの

で、そこのところは配慮していただけると非常に助かります。 

【佐藤会長】  わかりました。 

 ただ、これからお答えをいろいろいただくわけですよね。 

【事務局（深草）】  はい。 

【佐藤会長】  ですから、それを見て、ただ、皆さんが興味を持たれるのは、企画政策

課はもちろんそうですけれども、あとは経済課と公民館と教育のところとか児童青少年、

そのあたりなので、それは事務局の答えを待ってから決めさせていただきたいと思います。

それでよろしいでしょうか。 

 やはり３つぐらいやったほうがいいかもしれないですね。企画政策課と経済課はぜひ聞

きますけれども、そのほかに、子育て支援課にするか、公民館にするか、児童青少年課に

するかということで、お答えを見てから決めたいと思います。また、手紙等で皆さんに伺

うかもしれませんので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それから、先ほど８月１４日と言いましたけれども、ここに８月１０日と書いてありま

すね。先ほどのご意見、質問とか、そういうものがあれば、８月１０日までにお出しくだ

さいということです。 

 本日質疑いただきました内容を事務局より確認し、次回ヒアリングを行い、審議したい

と思います。その場合、企画政策課、経済課は必ず聞くということで、その後、どこにす

るかということは、また決めたいと思います。 

 

２ 報告事項 

（４）その他 

【佐藤会長】  それでは、先ほど保留いたしました報告事項（４）その他について、事
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務局より報告をお願いいたします。 

【事務局（深草）】  それでは、その他の報告といたしまして、２点報告をさせていた

だきます。 

 まず、１点目、婦人会館耐震診断結果についてご報告をさせていただきます。 

 平成２８年度に婦人会館の耐震診断を実施しました結果、必要な改修等を行うこととな

りました。改修時期につきましては、現在調整中でございます。改修終了までの間、災害

時に円滑、安全な避難が可能となるよう、避難経路の明示等を改めて行っている状況でご

ざいます。 

 報告２点目といたしまして、（仮称）小金井市新福祉会館についてでございます。 

 第５次男女共同参画行動計画では、他の公共施設の検討の機会を捉え、（仮称）男女平

等推進センターのあり方について検討するとしております。今年度、（仮称）小金井市新

福祉会館に導入する機能の調査がございまして、男女共同参画事業として、相談機能、啓

発活動機能、また多目的室として講座等を開催できる機能を挙げさせていただきました。

その後、６月の庁内検討委員会が開かれまして、機能調査に基づき、検討が行われました。

結果といたしましては、講演会、講座や研修会会場として、男女共同参画に関する講演会

等を含んだ内容となり、現在、市民検討委員会へ素案の説明を行っている状況でございま

す。現状におきましては、相談機能、啓発活動機能は含まれていない状況でございます。 

 以上につきまして、報告をさせていただきます。 

【佐藤会長】  事務局から２点の報告がありましたが、質問などありましたら、お願い

いたします。 

 小金井の新福祉会館は、どこにできるんですか。 

【事務局（深草）】  現在、市民検討委員会のご意見といたしましては、ジャノメ跡地

ということでご意見をいただいているところでございます。 

【佐藤会長】  女性総合相談センターの新しい設置は、ないんですね。 

【事務局（深草）】  はい。そちらにつきましては、今回、相談機能が入る予定という

ことはあるようですけれども、その相談機能につきましては、適切な相談機関がわからな

い方と行政をつなぐコーディネート機能ということであります。女性総合相談機能は、さ

まざまな悩みを抱えた方とカウンセラーが一緒に考えるなどを行う機能ということになり

ますので、今回の機能としては外れているということになっております。 

【佐藤会長】  今後５０年のことを考えると、福祉会館だけでいいのかなという感じが
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するんです。２０３０年にはスマホ世代がもう成人してきます。私たちの世代は、今、過

渡期ですから、これからもっと新しいいろいろな機能が出てくると思うんです。ですから、

相談も、パソコンを使った相談とか、画像を交換しての相談とか、そういうことにもなっ

てきますし、そういうものも含めて考えていただいているのかということをお聞きしたい

んです。新福祉会館についての検討委員会では、どういうことについて考えているのかな

と。つまり、５０年先を考えて、５０年間使うんだということを考えると、やはり今まで

の福祉会館のままではだめだと思うんです。だから、そこら辺のところをちゃんと考えな

いといけないのではないかなと私は思います。 

【事務局（深草）】  そういった形での検討が行われているかについては、私のほうで

は現在確認できていない状況ではあります。 

【佐藤会長】  これから、市役所を建てるとか何とかいろいろありますけれども、全て、

新しいことをどう取り入れていくか、それから古いままでもいいものをどう守っていくか、

やはり小金井市役所の未来について考えていかなくてはだめなのではないかなと思うんで

すよね。 

 勝手なことを言いましたけれども、ほかに何かご意見があったら、どうぞ。 

【濱野委員】  今のご報告で、ちょっとわからなかったんですけれども、何か一部機能

は入るんですか。それとも、全く入らないんですか。 

【事務局（深草）】  個別機能としては、今回は入りませんで、講座などを実施するこ

とができる多目的室として、男女共同参画に関するイベントなど、そういった講座などの

開催も含めた機能ということで、多目的室という機能が検討の中に入っております。 

【本川委員】  質問です。今のはわかったんですけれども、いわゆる公民館機能のよう

な、部屋があって、そこをそういう目的で使えるということに特化してしまっているよう

に受けたんですけれども、センターでなくてもいいので、業務の機能、そこにつなげる機

能を持って、市民が立ち寄れる場所をぜひその中に確保していただきたいなというのがあ

るんです。誰か職員さんがそこにつかなければいけないかというのは別の話としまして、

そういう場所を確保するというんですか、空間でもいいんですが、どう表現したらいいの

かわからないんだけれども、そういう場所は、今、検討の余地はないんでしょうか。それ

とも、今、そういうことがこちらに戻ってきているけれども、まだ検討する余地があるの

かどうかをお伺いしたいと思います。もしあるんだとすれば、もう少しプッシュしていか

ないといけない、審議会が頑張らないといけないかもしれないなと思いましたので、発言
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させていただきました。 

【事務局（深草）】  今回の（仮称）新福祉会館の機能についてですけれども、子育て

や福祉や市民協働といった形での機能を予定しておりまして、やはり福祉会館という形に

なりますので、全体の中で男女共同というところとは、その辺のつながりという部分で、

今回、機能の中には入ってきていない状況ということです。今回は現状の報告ということ

でさせていただいておりますので、今後どのようなというところは、担当としては、なか

なか申し上げられないところではあるんですけれども、あくまで福祉会館というところで

考えた上での現在の状況と考えております。 

【本川委員】  おっしゃることはよくわかるんですけれども、福祉会館の構造がどうな

るのかということにもかかわってくると思うんです。全部のフロアが福祉会館の機能、福

祉会館という形にするのか、それともフロアがもう少し、分担的にというんですか、その

ようなことなのかということも、すみません。全くよくわかっていないので、どういうと

ころで可能性を追求することができるのかということがもしあれば、教えていただけると

いいかなと思います。 

【事務局（深草）】  そこのところがどこまで検討が進んでいるのかというところは、

申しわけございません。私のほうで把握をしておりませんで、この場ではお答えができま

せん。申しわけございません。 

【本川委員】  わかりました。 

【日野委員】  公民館と福祉会館というものが、今の話だと、多目的室があって、みん

なが集まるみたいな感じで、あまり違いがないような感じがして、例えばこがねいパレッ

トみたいなものを企画する部屋を用意できるみたいな、多目的な広場ができるのかなとは

思うんですけれども、福祉会館らしい色づけというものが、もうちょっと具体的に何かあ

るといいのかなと。何か公民館と変わらない印象もある。 

 あと、公民館だと、地域ボランティアのお部屋やロッカーとかの部屋もあったんですけ

れども、地域ボランティアを集めるような中心的な役割もここにはできるんですか。 

【事務局（深草）】  ちょっと、そこのところは……。 

【佐藤会長】  会議には出られていらっしゃらないから、そこら辺のところはよくおわ

かりにならないと思いますけれども、そこのところも、男女共同参画にとっては、福祉会

館、福祉もいっぱいありますから、非常に連携がなされなければいけないところかなとい

う感じもします。 
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【日野委員】  小金井市は地域ボランティアが結構多くて、いっぱいあったボランティ

アの方たちのロッカーが今どうなっているのか、現状が私はよくわからないですけれども、

そういう方たちが活動しやすいようにちゃんとなるのかなというのが気になったもので。 

【佐藤会長】  そうですね。 

【事務局（深草）】  現在の素案の中では、ボランティアや市民活動センターという機

能につきましては、そういったことは検討に入っているようです。そして、倉庫や更衣室

は調整中という形の素案になっているようです。 

【佐藤会長】  前の福祉会館のときにも、ボランティアセンターがありましたからね。 

【日野委員】  そうですね。 

【佐藤会長】  多分、それを踏まえているとは思いますけれども、それはボランティア

センターですから。 

【濱野委員】  立川では、女性総合センター・アイムというものがありまして、国分寺

はひかりプラザの中に２部屋と生活実習室があって、ほかの市町村は大体準備できている

みたいなので、小金井も審議会がその声を上げないといけないのは、部署として、企画政

策課になるんですかね。 

【佐藤会長】  そうですね。 

【濱野委員】  なので、福祉会館に入れないのはやむを得ないとしても、別の施設で検

討していってもらうように推進していくべきではないかと思います。周りの市町村におく

れをとっている状況ではないかと思います。 

【事務局（深草）】  現在、確かに女性センターを小金井市は持っておりませんで、婦

人会館の中に女性談話室というスペースを持っているところでございます。現在、そちら

がそういった機能を有しているところの一部という形で考えているところですので、今後、

また施設の検討の際には、そういった折を見まして、男女共同参画室としては、そういっ

た機能なり、そういった面での検討の場に上げていきたいと考えております。 

【佐藤会長】  女性センターは、２０年ですか、１７、１８年ですか、条例をつくると

きに、それを早くつくりたいよねと言って、その前からも要望していたみたいですから、

かなり長いこと待ってはいるんですよね。すみません。それでは、よろしいでしょうか。 

 以上で本日の議題は終了しましたけれども、委員の皆さんから、ほかに何かございます

か。 
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４ 閉会 

【佐藤会長】  では、以上をもって、本日の審議会の会議を終了いたします。お疲れさ

までございました。また、よろしくお願いいたします。 

 

―― 了 ―― 


